
難聴高齢者補聴器購入費助成事業のご案内 

 

 

聴力機能の低下が見られる高齢者に

対し、補聴器の購入に要する費用の一部

を助成します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請・問合せ先 

北名古屋市役所 高齢福祉課 高齢者福祉担当  電話 0568-48-0169 

高齢者の 

補聴器購入費

を助成します 

助成までの流れは裏面へ 

北名古屋市に住所を有する６５歳以上の方で、次のすべてに該当する方 

● 両耳の聴力レベルがそれぞれ３０デシベル以上で、聴覚障害による身体

障害者手帳の交付の対象とならない方 

● 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定補聴器相談医又は身体障害者福祉法に規定する

医師が、補聴器の装用が必要と判断した方 

● 市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する方 

（4月～6月の申請については、前年度の市民税が非課税世帯である方。 

申請月により参照する課税年度が異なります。） 

● 労働者災害補償保険法その他の法令の規定に基づく補聴器の購入に係る助成を受け

ていない方 

● 障害者総合支援法に規定する補装具費支給対象障害者でない方 

 

 

左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器本体及び付属品の 

購入費の２分の１に相当する額（上限：３万円） ※１００円未満切捨て 

（除外するもの）診察料、検査料等の受診費用、文書料、補聴器の修理、保守、電池交換に係る費

用及び付属品のみの購入等に係る費用 

購入する前に申請が必要です。 
交付決定前に購入した補聴器は助成対象外です。 

助成金額 

対象者 

申請方法 

助成金申請額が当該年度

の予算上限に達した場合

は、交付申請の受付を終

了します。 

 

  



【助成までの流れ】 

① 書類を入手 

市役所高齢福祉課にて相談してください。 

要件（非課税、手帳なし等）に該当すれば、書類（申請書、意見書）をお渡しします。 

 

② 医療機関を受診 

書類（意見書）を持参して対象医療機関に受診し、書類を医師に書いてもらいます。 

※対象医療機関はお問い合わせください。 

 

③ 補聴器を選ぶ 

補聴器販売店で補聴器を選び、見積書を受け取ります。 

※見積書の宛名は対象者氏名にしてください。購入品名称も記載が必要です。 

※助成対象となるのは、医療機器認証を取得した補聴器及び付属品（電池、充電器及びイヤ

モールド）です。 

 

④ 書類を市役所へ提出 

 必要書類を持参し、市役所高齢福祉課（東庁舎１階③窓口）に提出します。 

〇申請書 

〇規定する医師が、対象者の聴力検査を実施した上で交付した北名古屋市難聴高齢者補聴

器購入費助成に係る意見書（作成日から 3か月以内であるもの） 

〇医師意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書 

〇助成対象者の属する世帯全員の市町村民税の額が確認できる書類（市が確認できない場

合に限る。） 

 

⑤ 交付決定 

書類内容が審査された後、決定（却下）通知が届きます。 

 

⑥ 補聴器を購入 

見積書を発行した補聴器販売店で補聴器を購入し、領収書を受領します。 

※領収書の宛名は対象者氏名にしてください。購入日、購入品名称も記載が必要です。 

 

⑦ 書類を市役所へ提出（請求） 

 請求書（交付者口座）と領収書を市へ提出します。 →指定口座へ振り込まれます。 

※ ３月３１日までに⑦までを完了してください。 

遅れますと、助成できない場合がありますので、購入するまでに要する期間等、あらかじめ

補聴器販売店とご相談ください。 

※ 過去５年以内にこの事業による助成を受けている方は対象となりません。 

 

 

 


